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Ｆ Ｏ Ｍ Ａ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 

[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 

第１章〜第 12 章 （略） 

第 13 章 雑則 

（発信者番号通知等） 
第 81 条の２ 契約者回線からの通信（当社が別に定める相互接続通信を除きます｡)については、その契約者識別番号をその通信の

着信のあった契約者回線等へ通知します。 
ただし、発信者は、ＦＯＭＡ特定接続契約に係る通信（当社が別に定めるものに限ります｡)を⾏う場合を除き、当社が別に定め

る⽅法により契約者識別番号を通知しないことができます。 
２ （略） 
３ 契約者回線への通信（当社が別に定めるものに限ります｡)であって、発信者番号（発信に係る契約者回線等⼜は他社契約者回

線の電話番号等をいいます。以下同じとします｡)が通知されない通信に対して、その契約者回線の契約者は、その発信者番号を通
知してかけ直してほしい旨を発信者に通知し切断すること⼜は接続できないようにすることができます。 

４〜７ （略） 
（注） （略） 

第 82 条〜第 93 条 （略） 

第 14 章 （略） 

第１章〜第 12 章 （略） 

第 13 章 雑則 

（発信者番号通知等） 
第 81 条の２ 契約者回線からの通信（当社が別に定める相互接続通信を除きます｡)については、その契約者識別番号をその通信の

着信のあった契約者回線等へ通知します。 
ただし、発信者は、ＦＯＭＡ特定接続契約に係る通信（当社が別に定めるものに限ります｡)を⾏う場合を除き、当社が別に定め

る⽅法により契約者識別番号を通知しないことができます。 
２ （略） 
３ 契約者回線への通信（当社が別に定めるものに限ります｡)であって、発信者番号（発信に係る契約者回線等⼜は他社契約者回

線の電話番号等をいいます。以下同じとします｡)が通知されない通信に対して、その契約者回線の契約者は、その発信者番号を通
知してかけ直してほしい旨を発信者に通知することができます。 

４〜７ （略） 
（注） （略） 

第 82 条〜第 93 条 （略） 

第 14 章 （略） 
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料⾦表 （略） 
 
別表１ （略） 
 
別表２ 付加機能 

種 類 提供条件 
１〜2 （略） （略） 
3 留守番電話及び不在案内機能 

 その契約者回線に着信した通信（通話モードによる通信
に限ります。以下３欄において同じとします。）のメッセージ
の蓄積及び蓄積したメッセージの再⽣⼜はその契約者回線
に着信した通信に対し、あらかじめ登録したメッセージにより
不在等を案内する機能をいいます。 

(1)〜(3) （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)〜(8) （略） 

４ （略） （略） 
５ 迷惑電話おことわり機能（迷惑電話ストップサービス） 

当社⼜は協定事業者が提供する電気通信サービスの契
約者回線⼜は公衆電話の電話機等（当社が別に定める
ものに限ります。）の契約者識別番号等を登録することに
より、登録された契約者識別番号等からの以後の着信
（通話モード⼜は 64kb/s デジタル通信モードによるものに
限ります。）に対して、その着信が通話モードに係るもので
ある場合は、⾃動的におことわりする旨の案内⼜は切断を
⾏う機能をいい、64kb/s デジタル通信モードに係るもので
ある場合は、接続できないようにする機能をいいます。 

(1)〜(8) （略） 

  

６〜45 （略） （略） 
 

別表３〜別表 10 （略） 
 

附 則（平成 29 年９⽉ 13 ⽇経企第 1217 号） 
この改正規定は平成 29 年９⽉ 20 ⽇から実施します。 
 

 
料⾦表 （略） 
 
別表１ （略） 
 
別表２ 付加機能 

種 類 提供条件 
１〜2 （略） （略） 
3 留守番電話及び不在案内機能 

 その契約者回線に着信した通信（通話モードによる通信
⼜は 64kb/s デジタル通信モードによる通信（3G-324M
の通信プロトコルにより映像等の伝送交換を⾏うための通
信として取り扱うものに限ります。）に限ります。）のメッセー
ジの蓄積及び蓄積したメッセージの再⽣⼜はその契約者回
線に着信した通信（通話モードによるものに限ります。）に
対し、あらかじめ登録したメッセージにより不在等を案内する
機能をいいます。 

(1)〜(3) （略） 
(4) 64kb/s デジタル通信モードに係るメッセージの蓄積は、Ｆ

ＯＭＡサービスの契約者回線⼜は当社が別に定める協定
事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線からの
通信（当社が別に定める場合を除きます。）に限り、⾏うこ
とができます。 

(5) 64kb/s デジタル通信モードに係るメッセージの蓄積は、この
機能の提供を受けているＦＯＭＡに係る在圏地域（在圏
地域が確認できないときは、直前に確認できた在圏地域) 
が、国際アウトローミングに係る営業区域内である場合は、
⾏うことができません。 

(6)〜(10) （略） 
４ （略） （略） 
５ 迷惑電話おことわり機能（迷惑電話ストップサービス） 

当社⼜は協定事業者が提供する電気通信サービスの契
約者回線⼜は公衆電話の電話機等（当社が別に定める
ものに限ります。）の契約者識別番号等を登録することに
より、登録された契約者識別番号等からの以後の着信
（通話モード⼜は 64kb/s デジタル通信モードによるものに
限ります。以下５欄において同じとします。）に対しておこと
わりする旨の案内を⾃動的に⾏う⼜は切断を⾏う機能をい
います。 

 

(1)〜(8) （略） 

６〜45 （略） （略） 
 
別表３〜別表 10 （略） 

 
 
 

 


